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郡津公園整備事業基本設計業務 

特記仕様書 

 

（適用範囲） 

第１条  本特記仕様書は、交野市（以下「甲」という。）が委託する「郡津公園整備事業基本

設計業務」（以下「業務」という。）に適用するものとする。 

 ２  本業務の実施にあたっては、本特記仕様書によるほか、大阪府都市整備部が定める

「測量、調査作業及び業務委託等必携内の設計業務共通仕様書（令和５年４月）及び土木

工事数量算出要領（国土交通省最新版）」（ただし、契約事項は除く）によるものとする。 

    なお、「測量、調査作業及び業務委託等必携」は大阪府都市整備部ホームページ（以

下の URL参照）に記載している） 

    (http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/giken/index.html) 

 

（目   的） 

第２条  本業務は、都市計画公園郡津公園の一部開設として供用された都市公園郡津公

園において、地域での自発的な取り組みとして、だれもが集える公園としての基本計

画づくりが行われており、それを受けて、現在供用されている区域での基本設計を

行い、地域のニーズに沿った公園整備に向けての実施設計の指標が明確となる概

略の設計を行うことを目的とする。 

 

（履行場所） 

第３条 本業務の履行場所は、交野市幾野２丁目地内とする。 

 

（官公署等への手続） 

第４条 本業務に必要な関係官公署等への諸手続は、受託者（以下「乙」という。）において 

迅速に処理するものとする。この場合、これらの諸手続に要する費用は乙の負担とす

る。 

    ２．業務実施に関しては関係官公署、付近住民と交渉を要するとき又は交渉を受けたと 

きは、速やかにその旨を甲に申し出、指示に従うものとする。 

 

（成果の瑕疵） 

第５条 業務が完了し、成果品の引渡後、内容に不備、不完全が発見された場合は、乙の 

負担と責任で直ちに補正するものとする。 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/giken/index.html
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（履行期間） 

第６条 本業務の履行期間は、契約締結日より令和６年３月１５日迄とする。 

（準拠法令等） 

第７条  本業務を実施するにあたり、本特記仕様書によるほか大阪府都市整備部が定める

「測量、調査作業及び業務委託等必携（令和 5年 4月）大阪府都市整備部」（ただし、

契約事項は除く。）（以下、「必携」という。）及び以下の関係法令等に準拠して行

うものとする。なお、業務の実施に際し、疑義が生じた場合及び本特記仕様書に記載

のない事項については、甲・乙協議の上、甲の指示に従うものとする。 

（１） 都市公園法 

（２） 道路構造令 

（３） 測量法 

（４） 都市計画法 

（５） 交野市諸規程 

（６） その他関係法令 

 

（提出書類） 

第８条 乙は、業務の着手及び完了にあたって、甲の契約約款に定めるものを含め、

次の各号の書類について、遅滞なく提出しなければならない。なお、承認され

た事項を変更しようするときは、その都度承認を受けなければならない。 

    (1)着手届及び業務工程表 

    (2)管理技術者、照査技術者、担当技術者通知書（履歴書を添付） 

    (3)業務計画書 

    (4)完了届 

    (5)完成図書引渡書 

    (6)請求書及び請求内訳書 

    (7)その他必要書類 

 

（業務の内容） 

第９条  本業務の内容は以下のとおりとする。 

（１）基本設計 （街区公園）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.39ha 

過年度に実施した都市計画区域全体の基本計画や、現行区域での今年度

実施中である地元区主体の基本計画づくりの内容に基づき、諸施設を計画地と

対応させるとともに、各施設相互の調整を図り、規模、位置、内容を設定し、実

施設計の指標が明確となる概略の設計を行い、必携の設計業務等共通仕様書

第 7104 条第 2項に示す業務を行う。 

基本設計図の作成については、各施設の名称、規模、内容、数量等につい
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て説明を加えるとともに、平面図ではその内容が示せないものについては、別

途部分平面図、概略構造図、断面図、模式図を作成し、電気、給排水等の地下

埋設物、造成等について別途図面化する。また、必要に応じて周辺の道路や主

要都市施設などの位置を表す図面も添付するものとする。 

基本設計説明書の作成については、与条件の細部検討過程、諸施設の検

討及び設定過程、基本設計図の補足説明、概算工事費、工程計画と年次計画、

管理運営計画等に沿って、系統立ててとりまとめるものとする。 

作成にあたっては、作業進捗状況を随時報告し、監督職員の指示を受けな

ければならない。 

 

（業務カルテの作成） 

第１０条  乙は、請負代金額１００万円以上の業務について、測量調査設計業務実績情報サ

ービス（TECRIS）に基づき「業務カルテ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に、

（一財）日本建設情報総合センターにフロッピーディスクにより、又は公衆回線を通じ

てオンラインで提出するとともに、（一財）日本建設情報総合センター発行の「業務カ

ルテ受領書」の写しを監督職員に提出しなければならない。提出の期限は以下のと

おりとする。 

（１）受注時登録データの提出期限は、契約締結後、10日以内とする。 

（２）完了時登録データの提出期限は、業務完了後、10日以内とする。 

（３）なお、履行中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があっ

た日から 10日以内に変更データを提出しなければならない。 

                    

（成果品） 

第１１条  本業務における成果品は、以下のとおりとする。 

（１）基本設計 

①基本設計図 

②鳥瞰図及び透視図 

③設計報告書 

④基本設計説明書 

⑤概算工事費算出書 

⑥そのほかこれらのために必要なものとする。 

（２）規格はＡ４版ファイルとする。（図面折込） 

（３）提出部数は、 成果品 2部、保存媒体（CD－R等）2枚を基本とする。 

（４）その他詳細については、打合せ時に協議のこと。 

（５）保存媒体には全ての写真、文書、数量表はマイクロソフトエクセルデータ、Ｃ 

ＡＤデータ（ＤＸＦ・ＤＷＧ）及びＰＤＦ変換データ等を保存して提出のこと（一般
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のパソコンで容易に作業できるものとすること）。 

 

（貸与資料） 

第１２条  本業務における貸与資料は以下のとおりとする。なお、貸与資料については､破損、

紛失等の無いように慎重に取り扱うものとする。 

（１） 過年度業務成果品 

（２）その他甲が必要と認めたもの 



 

 

 

（位置図）  


